
７ 吉岡町役場 牲54―3111（代表）

税

務

問
合
せ
先
牲
26
・
２
２
３
８(

直
通)

町
で
は
、
納
税
義
務
を
果
た
し
て

い
る
人
と
の
公
平
性
を
保
つ
た
め
、

町
税
滞
納
者
に
対
し
財
産
の
差
押
え

を
行
っ
て
い
ま
す(

平
成
24
年
度
差

押
件
数
１
６
８
件)

。

公
売
と
は
、
税
金
に
滞
納
が
あ
る

た
め
差
押
え
た
財
産（
不
動
産
な
ど
）

を
入
札
に
よ
り
売
却
し
、
そ
の
代
金

を
滞
納
し
て
い
る
税
に
充
て
る
も
の

で
す
。

▼
期
日

11
月
26
日
　

▼
場
所

群
馬
県
地
域
防
災
セ
ン
タ

ー(

群
馬
県
前
橋
合
同
庁
舎
敷
地
内

上
細
井
町
２
１
４
２
ー
１)

県
お
よ
び
中
部
県
民
局
管
内
の
市

町
村
と
合
同
で
、
同
一
の
時
間
、
会

場
に
お
い
て
実
施
し
ま
す
。

詳
し
く
は
、
財
務
課
税
務
室
窓
口

の
公
売
予
定
物
件
案
内
、
ま
た
は
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
公
売
は
中
止
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

▼
問
合
せ
先
　
財
務
課
税
務
室

牲
26
・
２
２
３
８
（
直
通
）

h
ttp
://w
w
w
.to
w
n
.yo
sh
io
ka.

gu
n
m
a.jp
/

火�

不動産公売物件（吉岡分）
売却区分番号 所 在 地

大字上野田字小井出1256番199

大字上野田字小井出1256番221

大字上野田字小井出1256番199

大字上野田字小井出1256番199

大字上野田字夫婦石2003番1

大字上野田字北野1329番186

大字上野田字北野1329番186

大字下野田字森下970番1

大字下野田字森下970番13

大字北下字住159番

地積・床面積（㎡）

191.10

31.02

1階66.24 2階31.46

1階24.78

1315

477.79

1階123.53 2階41.40

82.60（持分1/6）

1階49.68 2階23.18

222

最低公売価格および公売保証金

最低公売価格

公売保証金

最低公売価格

公売保証金

最低公売価格

公売保証金

公売保証金

最低公売価格

公売保証金

3,836,000円

390,000円

4,151,000円

420,000円

7,211,000円

730,000円

240,000円

1,365,000円

140,000円

種 別

土 地

土 地

建 物

建 物

土 地

建 物

土 地

建 物

土 地

土 地

地目・種類

宅 地

宅 地

居宅１

居宅２

宅 地

居 宅

大字上野田字北野1329番186 39.74建 物 物 置

宅 地

大字下野田字森下970番13 140.42
最低公売価格 2,366,000円

土 地 宅 地

居 宅

畑

田

吉岡町ー1

吉岡町ー2

吉岡町ー3

吉岡町ー4

吉岡町ー5

※公売保証金とは、国税徴収法で定められているもので、入札する前に売却区分ごとに執行機関へ納付しなければなりません。公売保証金の金額は、見積価額の10分の1以上と定められており、
納付された公売保証金は、落札できなかった場合、原則として公売終了後に全額返還されます。
落札した場合は、納付した公売保証金を買受代金に充当できます。ただし、買受代金納付期限までに買受代金を納付しない場合などは、納付された公売保証金は没収となり返還されません。

吉岡町－5は、吉岡町農業委員会が交付する買受適格証明書が必要です。

平
成
23
年
度
か
ら
、
町

で
は
家
屋
の
確
認
調
査
の

た
め
、
現
地
調
査
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

調
査
の
必
要
上
、敷
地
内

に
立
ち
入
ら
せ
て
い
た
だ

く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

▼
調
査
内
容

家
屋
課
税
台
帳
に
登
録

し
て
あ
る
事
項
（
住
所
、

種
類
、
構
造
、
床
面
積
な

ど
）
と
、
現
況
家
屋
の
状

態
を
現
地
に
お
い
て
確
認

し
ま
す
。

▼
調
査
地
域

小
倉
・
上
野
田
・
下
野

田
・
北
下
・
南
下
・
陣
場

▼
調
査
期
間

平
成
26
年
２
月
末
日
ま
で

▼
調
査
委
託
会
社

(株)
山
田
工
務
所

※
調
査
員
は
、
調
査
員
証

を
携
帯
し
、
町
の
財
務
課

税
務
室
の
職
員
と
２
人
で

お
伺
い
し
ま
す
。

町
税
は
私
た
ち
が
安

心
・
安
全
な
暮
ら
し
を
す

る
た
め
の
非
常
に
大
切
な

財
源
で
す
。

町
税
を
滞
納
す
る
事

は
、
納
期
内
に
納
税
し
て

い
る
大
多
数
の
町
民
と
の

公
平
性
を
欠
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。

収
入
や
財
産
が
あ
る
の

に
も
か
か
わ
ら
ず
納
税
を

し
な
い
滞
納
者
に
は
、
き

然
と
し
た
態
度
で
滞
納
処

分
を
執
行
し
ま
す
。

病
気
や
失
業
、
災
害
な

ど
、
や
む
を
得
な
い
理
由

で
一
時
的
に
税
金
を
納
期

内
に
納
め
る
こ
と
が
困
難

な
人
は
、
納
期
限
前
に
財

務
課
税
務
室
に
連
絡
し
、

納
税
の
相
談
な
ど
を
し
て

く
だ
さ
い
。

た
だ
し
、
虚
偽
の
申
し

出
や
納
付
計
画
を
守
ら
ず

に
不
履
行
と
な
っ
た
場
合

は
、
滞
納
処
分
の
対
象
と

な
り
ま
す
。
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平
成
26
年
度
保
育
所
入
所
希
望
者

の
受
付
を
行
い
ま
す
。

募
集
案
内
や
入
所
申
込
書
は
役
場

健
康
福
祉
課
福
祉
室
、
町
内
各
保
育

所
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

入
所
の
基
準

保
護
者
お
よ
び
同
居
の
親
族
全
員

（
65
歳
未
満
）
が
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
た
め
、
家
庭
で
保
育
で
き

な
い
児
童
が
入
所
で
き
ま
す
。

定
員
な
ど
の
都
合
に
よ
り
入
所
で

き
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

①
通
常
、
家
庭
外
で
仕
事
を
し
て
い

る
。

②
通
常
、
家
庭
内
で
当
該
児
童
と
離

れ
て
日
常
の
家
事
や
育
児
以
外
の
仕

事
を
し
て
い
る
。

③
妊
娠
中
か
、
出
産
後
間
も
な
い
。

（
出
産
前
後
２
カ
月
ま
で
）

④
病
気
や
け
が
を
し
て
い
る
か
、
心

身
に
障
害
が
あ
る
。

⑤
同
居
の
親
族
に
病
人
な
ど
が
い

て
、
常
に
介
護
に
あ
た
っ
て
い
る
。

※
入
所
は
先
着
順
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。

申
込
に
つ
い
て

▼
期
日

10
月
８
日
　

対
象：

小
倉
・
上
野
田
・
上
野
原
・

下
野
田
・
北
下
・
南
下
・
陣
場
地
区

に
お
住
ま
い
の
人

10
月
９
日
　

対
象：

寺
下
・
寺
上
・
溝
祭
・
駒

寄
・
漆
原
西
・
漆
原
東
地
区
に
お
住

ま
い
の
人

10
月
10
日

対
象：

８
・
９
日
に
都
合
が
つ
か
な
い
人

▼
時
間

午
前
　
９
時
〜
11
時
30
分

午
後
　
１
時
30
分
〜
４
時
30
分

▼
場
所

役
場
二
階
大
会
議
室

▼
注
意
事
項

○
右
記
日
程
で
都
合
の
つ
か
な
い
人

は
10
月
15
日
　
〜
31
日
　
の
期
間
、

開
庁
時
間
内
に
健
康
福
祉
課
福
祉
室

窓
口
で
受
付
を
し
ま
す
。
入
所
希
望

の
人
は
、
必
ず
申
込
み
を
し
て
く
だ

さ
い
。

○
入
所
申
込
書
は
必
ず
役
場
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
各
保
育
所
で
は
受

付
け
出
来
ま
せ
ん
。

○
申
込
み
の
際
、
児
童
の
同
行
は
必

要
あ
り
ま
せ
ん
。

申
込
に
必
要
な
も
の

①
保
育
所
入
所
申
込
書

※
裏
面
に
母
親
の
勤
務
、
パ
ー
ト
証

明
を
事
業
所
で
受
け
て
く
だ
さ
い
。

農
業
や
家
族
の
経
営
す
る
事
業
に
携

わ
っ
て
い
る
場
合
は
、
地
区
民
生
・

児
童
委
員
な
ど
の
証
明
が
必
要
で
す
。

②
就
労
状
況
調
査
票

③
そ
の
他
、
母
親
が
就
労
中
で
あ
る

こ
と
を
確
認
で
き
る
書
類
（
直
近
の

給
与
支
払
明
細
書
、
採
用
決
定
通
知

書
の
コ
ピ
ー
な
ど
）
が
あ
れ
ば
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
入
所
決
定
に
つ
い
て

入
所
仮
決
定
通
知
ま
た
は
不
承
諾

通
知
を
12
月
下
旬
〜
１
月
上
旬
に
、

入
所
本
決
定
通
知
は
、
平
成
26
年
３

月
上
旬
に
郵
送
予
定
で
す
。

▼
在
所
児
童

26
年
度
も
引
き
続
き

保
育
の
継
続
を
希
望
す
る
場
合
は
継

続
申
込
調
査
書
（
在
所
し
て
い
る
保

育
所
か
ら
保
護
者
に
配
布
）
を
各
保

育
所
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先

健
康
福
祉
課
福
祉
室

牲
26
・
２
２
４
７
（
直
通
）

町
で
は
、
ご
家
庭
の
子
育
て
を
よ

り
充
実
さ
せ
る
た
め
、「
子
育
て
支

援
フ
ァ
イ
ル
」
を
作
成
し
、
無
料
で

配
布
し
て
い
ま
す
。

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
お
子
さ
ん
の

誕
生
か
ら
小
学
校
入
学
ま
で
の
成
長

の
様
子
を
書
き
込
み
、
子
育
て
に
つ

い
て
の
相
談
事
業
に
活
用
す
る
も
の

で
す
。
相
談
機
関
や
関
係
機
関
の
問

合
せ
先
も
記
載
さ
れ
て
い
て
、
大
変

便
利
で
す
。

お
子
さ
ん
が
町
の
保
育
所
・
幼
稚

園
に
通
園
し
て
い
る
場
合
に
は
、
園

を
通
し
て
配
布
し
て
い
ま
す
。
お
子

さ
ん
が
町
外
の
保
育
所
や
幼
稚
園
に

通
っ
て
い
る
、
家
庭
で
保
育
し
て
い

る
な
ど
、
ま
だ
受
領
し
て
い
な
い
場

合
は
、
担
当
窓
口
へ
お
越
し
く
だ
さ

い
。

▼
窓
口
・
問
合
せ
先

教
育
委
員
会
事
務
局
学
校
教
育
室

牲
26
・
２
２
８
６(

直
通)

健
康
福
祉
課
健
康
づ
く
り
室

牲
54
・
７
７
４
４(

直
通)

乳

幼

児

保
育
所
の
新
入
所
児
を
募
集

平
成
26
年
度
保
育
所
入
所
希
望
の
皆
さ
ま火�水�木�

火�

木�

子
育
て
支
援
フ
ァ
イ
ル

子
育
て
に
役
立
て
て
く
だ
さ
い
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新
し
い
保
険
証
は
、
一
般
被
保
険

者
、
退
職
被
保
険
者
と
も
に
「
青
色
」

で
す
。
退
職
被
保
険
者
の
保
険
証
に

は
「
○
」
の
文
字
が
印
刷
さ
れ
て
い

ま
す
。

９
月
中
旬
に
各
世
帯
主
あ
て
に
送

付
し
ま
す
。
現
在
の
保
険
証
は
、
10

月
１
日
以
降
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

役
場
窓
口
に
ご
返
却
い
た
だ
く
か
、

ご
自
分
で
破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

記
載
内
容
に
誤
り
が
な
い
か
、
人

数
分
の
保
険
証
が
あ
る
か
な
ど
確
認

し
ま
し
ょ
う

記
載
内
容
に
誤
り
が
あ
る
と
き

は
、
健
康
福
祉
課
保
険
室
へ
連
絡

な
お
、
退
職
や
就
職
、
転
入
・
転

出
な
ど
に
よ
る
国
民
健
康
保
険
の
加

入
や
離
脱
に
は
、
届
け
出
が
必
要
で

す
。
異
動
が
あ
っ
た
日
か
ら
14
日
以

内
に
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

吉
岡
町
国
民
健
康
保
険

10
月
１
日
○
か
ら
保
険
証
が
新
し
く
な
り
ま
す

火

健
康
福
祉
課
保
険
室

牲
26
・
２
２
４
９（
直
通
）

問合せ先

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
（
後
発
医

薬
品
）
は
、
新
薬
（
先
発
医
薬
品
）

の
特
許
期
間
が
切
れ
た
後
に
販
売
さ

れ
る
医
薬
品
の
こ
と
で
す
。

有
効
成
分
や
効
き
目
、
品
質
、
安
全

性
は
新
薬
と
同
等
で
す
。
価
格
が
大

幅
に
安
く
、
新
薬
の
概
ね
７
割
以
下
、

中
に
は
５
割
以
下
の
薬
も
あ
り
ま
す
。

安
心
し
て
使
用
で
き
ま
す

現
在
、
製
造
販
売
さ
れ
て
い
る
も

の
は
、
国
の
厳
格
な
審
査
を
受
け
、

効
き
目
や
安
全
性
が
承
認
さ
れ
て
い

ま
す
。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切
り
替
え

る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
？

診
療
を
受
け
て
い
る
医
寮
機
関
で

「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
の
切
り

替
え
を
希
望
し
ま
す
。」
と
お
伝
え

く
だ
さ
い
。
※
新
薬
し
か
な
い
場
合

も
あ
り
ま
す
。

ほ
か
の
医
薬
品
と
の
飲
み
合
わ
せ

が
変
わ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、

医
療
機
関
で
十
分
相
談
く
だ
さ
い
。

退

新
し
い
保
険
証
が
届
い
た
ら

▼
応
募
要
件

大
型
運
転
免
許
を
有

し
、
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
な
ど
の
運
転
経

験
者
で
あ
る
こ
と

▼
業
務
内
容

研
修
視
察
（
県
外
も

あ
り
）
な
ど
必
要
に
応
じ
て
マ
イ
ク

ロ
バ
ス
な
ど
の
運
転
を
行
う
業
務

▼
勤
務
時
間

勤
務
時
間
は
定
ま
っ

て
い
ま
せ
ん
。
時
間
単
位
で
必
要
に

応
じ
て
、
土
・
日
曜
お
よ
び
祝
日
や

夜
間
、
宿
泊
の
勤
務
も
あ
り
ま
す
。

▼
賃
金

時
給
９
７
０
円

▼
受
付

総
務
政
策
課
庶
務
行
政
室
に
お
い
て

開
庁
時
間
内
（
午
前
８
時
30
分
か
ら

午
後
５
時
15
分

土
・
日
お
よ
び
祝

日
を
除
く
）
に
受
付
け

▼
募
集
期
間

10
月
１
日

〜
31
日

▼
問
合
せ
先

総
務
政
策
課
庶
務
行
政
室

牲
26
・
２
２
４
０
（
直
通
） 火�

木�
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前
橋
市
と
吉
岡
町
が
、
群
馬
県
を

通
じ
て
国
へ
要
望
し
て
い
た
「
前
橋

ナ
ン
バ
ー
」
の
導
入
が
８
月
２
日
、

正
式
に
決
定
し
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
「
前
橋
ナ
ン
バ
ー
」

は
、
平
成
26
年
度
中
に
交
付
が
開
始

さ
れ
る
見
込
み
で
す
。

両
市
町
は
、
引
き
続
き
力
を
合
わ

せ
、
新
し
く
誕
生
す
る
「
前
橋
ナ
ン

バ
ー
」
を
活
か
し
な
が
ら
、
広
域
観

光
振
興
、
産
業
の
活
性
化
、
駒
寄
ス

マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
の
大
型

化
や
、
イ
ン
タ
ー
周
辺
道
路
の
整
備

な
ど
に
取
り
組
み
、
地
域
の
魅
力
を

全
国
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
き
ま
す
。

※
前
橋
ナ
ン
バ
ー
に
関
す
る
ア
ン
ケ

ー
ト
結
果
や
、
今
ま
で
の
経
緯
な
ど

に
つ
い
て
は
、
吉
岡
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
問
合
せ
先

前
橋
地
域
新
ナ
ン
バ
ー
導
入
推
進
協

議
会
事
務
局

・
前
橋
市
政
策
推
進
課

牲
０
２
７
・
８
９
８
・
６
５
１
３

・
吉
岡
町
総
務
政
策
課
政
策
室

牲
26
・
２
２
４
１
（
直
通
）

平
成
26
年
度「
前
橋
ナ
ン
バ
ー
」誕
生

地
域
・
観
光
振
興
、駒
寄
Ｓ
Ｉ
Ｃ
周
辺
整
備
促
進
に
期
待

前橋 500
12-34

町
で
は
、
吉
岡
町
の
地
域
に
係
る

災
害
対
策
に
関
し
防
災
業
務
に
つ
い

て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
吉
岡
町
地

域
防
災
計
画
(案)
を
策
定
し
て
い
ま
す
。

こ
の
策
定
に
あ
た
り
、
吉
岡
町
地

域
防
災
計
画
(案)
に
対
す
る
町
民
皆
さ

ま
の
ご
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

▼
公
表
日

９
月
10
日
　

▼
募
集
期
間

９
月
10
日
　
〜
30
日

▼
応
募
用
紙

町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
掲
載
す
る
用
紙
を
使
用
す
る
か
、

任
意
の
用
紙
に
記
載
事
項
を
記
入
し

て
く
だ
さ
い
。

▼
記
載
事
項

住
所
、
氏
名
、
ご
意

見▼
提
出
方
法

次
の
い
ず
れ
か

郵
送
　
〒
３
７
０
‐
３
６
９
２
　

吉
岡
町
下
野
田
５
６
０

役
場
町
民
生
活
課
生
活
環
境
室
行

（
９
月
30
日
当
日
消
印
有
効
）

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
54
・
８
６
８
１

持
参
　
役
場
開
庁
時
間
内
（
平
日
午

前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時
15
分
ま

で
町
民
生
活
課
生
活
環
境
室(

③
番

窓
口)

に
提
出
。

メ
ー
ル

b
o
u
sa
i@
to
w
n
.yo
sh
io

ka.gu
n
m
a.jp

▼
閲
覧
場
所

役
場
町
民
生
活
課
生

活
環
境
室
窓
口
、
ま
た
は
町
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

窓
口
で
の
閲
覧
は
、
役
場
開
庁
時

間
内
（
平
日
午
前
８
時
30
分
か
ら
午

後
５
時
15
分
ま
で
）

※
募
集
結
果
の
公
表
は
、
ご
意
見
の

み
で
す
。
住
所
、
氏
名
な
ど
は
公
表

し
ま
せ
ん
。

※
個
別
に
は
回
答
し
か
ね
ま
す
の

で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

用
語
解
説

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

町
で
定
め
る
基
本
計
画
や
施
策
の

立
案
に
あ
た
り
、
町
民
の
皆
さ
ま
に

事
前
に
内
容
や
素
案
を
公
表
し
、
提

出
い
た
だ
い
た
ご
意
見
を
踏
ま
え
な

が
ら
、
町
の
最
終
的
な
意
思
を
決
定

す
る
制
度

▼
問
合
せ
先
　

町
民
生
活
課
生
活
環
境
室

牲
26
・
２
２
４
３
（
直
通
）

吉
岡
町
地
域
防
災
計
画
(案)

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施
し
ま
す

火�
火�

月�

▼
期
日

10
月
６
日

▼
時
間
・
内
容
　

午
後
１
時
〜
２
時
20
分
　

ぐ
ん
ま
山
の
日
記
念
講
演
会

「
み
ん
な
の
森
を
み
ん
な
で
守
ろ
う
」

午
後
２
時
30
分
〜
４
時

ぐ
ん
ま
緑
の
県
民
税
県
民
フ
ォ
ー
ラ
ム

１
部
　
県
職
員
に
よ
る
ぐ
ん
ま
緑
の

県
民
税
の
制
度
説
明

２
部
　
森
林
・
里
山
な
ど
の
保
全
、
保

護
活
動
を
行
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
な

ど
の
活
動
発
表
お
よ
び
意
見
交
換
会

▼
場
所

群
馬
会
館
ホ
ー
ル

(
前
橋
市
大
手
町)

▼
定
員

２
５
０
名
（
先
着
順
）

▼
申
込
方
法

郵
送
、
電
話
、
フ
ァ

ッ
ク
ス
、
Ｅ
メ
ー
ル
。
参
加
者
全
員

の
氏
名
、
電
話
番
号
を
お
知
ら
せ
く

だ
さ
い
。

▼
申
込
・
問
合
せ
先

県
庁
林
政
課

〒
３
７
１
‐
８
５
７
０

牲
０
２
７
・
２
２
６
・
３
２
１
１

０
２
７
・
２
２
３
・
０
１
５
４

rin
seika@

p
ref.gu

n
m
a.lg.jp

日�
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一
定
面
積
以
上(

吉
岡
町
は
５,
０

０
０
㎡
以
上)

の
土
地
取
引
を
行
っ

た
場
合
、
買
主
は
市
町
村
を
経
由

し
て
県
知
事
あ
て
に
届
出
を
行
う

必
要
が
あ
り
ま
す
。

忘
れ
ず
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
届
出
期
間

売
買
契
約
を
締
結
し
た
日
を
含
め

て
14
日
以
内

▼
届
出
先

売
買
し
た
土
地
の
所
在
の
市
役

所
・
町
村
役
場

▼
問
合
せ
先

群
馬
県
庁
土
地
・
水
対
策
室
　

牲
０
２
７
・
２
２
６
・
２
３
６
６

役
場
産
業
建
設
課
都
市
建
設
室

牲
26
・
２
２
７
８
（
直
通
）

国
土
利
用
計
画
法
に
基
づ
く
土
地
売
買
等
届
出
書

大
規
模
な
土
地
取
引
を
し
た
ら
届
出
を

住
宅
・
土
地
統
計
調
査
が
行
わ

れ
ま
す
。
こ
の
調
査
は
、
全
国
約

３
５
０
万
世
帯
を
対
象
と
し
た
大

規
模
な
も
の
で
、
５
年
に
一
度
行

わ
れ
ま
す
。

調
査
結
果
は
、
国
や
地
方
公
共

団
体
に
お
け
る
「
住
生
活
基
本
計

画
」
の
成
果
指
標
の
設
定
、
耐
震

や
防
災
を
中
心
と
し
た
都
市
計
画

の
策
定
な
ど
に
幅
広
く
利
用
さ
れ

て
い
ま
す
。

な
お
、
回
答
内
容
は
統
計
法
に

基
づ
き
厳
重
に
保
護
さ
れ
ま
す
。

▼
対
象

無
作
為
抽
出
で
選
定
さ

れ
た
世
帯
　

▼
調
査
期
日

10
月
１
日
　

▼
方
法

９
月
中
旬
か
ら
10
月
上
旬

の
間
に
統
計
調
査
員
が
各
調
査
世

帯
に
、
調
査
票
記
入
の
お
願
い
に

伺
い
ま
す
。
そ
の
後
、
再
び
訪
問

し
て
調
査
票
を
回
収
し
ま
す
。

▼
調
査
事
項

住
宅
・
敷
地
の
広

さ
や
所
有
の
関
係
、
居
住
し
て
い

る
世
帯
に
関
す
る
こ
と
、
住
ま
い

の
設
備
状
況
や
住
環
境
な
ど
。

▼
問
合
せ
先

住
宅
・
土
地
統
計
調
査
コ
ー
ル
セ

ン
タ
ー
　

牲
０
５
７
０
・
０
８
・
５
６
５
６

役
場
総
務
政
策
課
政
策
室

牲
26
・
２
２
４
１
（
直
通
）

住
宅
・
土
地
統
計
調
査

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

火�

注
目
の
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
。
実

際
に
手
に
取
っ
て
便
利
さ
を
実
感

し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

群
馬
県
情
報
化
推
進
協
議
会
が

開
催
し
ま
す
。

▼
日
時

10
月
30
日

午
前
の
部：

９
時
30
分
〜
12
時
30
分

午
後
の
部：

２
時
〜
５
時

▼
場
所

文
化
セ
ン
タ
ー
２
階
研
修
室

▼
参
加
費

無
料

▼
対
象

タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
の
未

経
験
者
ま
た
は
初
心
者

▼
定
員

各
回
20
人
（
応
募
者
多

数
の
場
合
は
抽
選
）

▼
申
込
締
切

９
月
27
日

必
着

▼
申
込

往
復
は
が
き
に
講
座
名
、

希
望
時
間
（
午
前
ま
た
は
午
後
）、

住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
電
話
番
号

を
明
記
し
郵
送

▼
申
込
・
問
合
せ
先

〒
３
７
０
‐
３
６
９
２
　
吉
岡
町

下
野
田
５
６
０

総
務
政
策
課
政
策
室

牲
26
・
２
２
４
１
（
直
通
）

県
民
タ
ブ
レ
ッ
ト
入
門
講
座

初
心
者
歓
迎

参
加
者
募
集

水�

金�
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狂
犬
病
の
予
防
注
射
は
、
１
年
に

１
回
受
け
る
こ
と
が
法
律
で
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、新
た
に
犬
を
飼
う
場
合
は
、

犬
の
登
録
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

町
で
は
各
地
区
を
巡
回
し
、
犬
の

登
録
と
予
防
注
射
を
行
い
ま
す
。
都

合
の
よ
い
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ

い
。
な
お
、
登
録
済
み
で
注
射
を
済

ま
せ
て
い
な
い
人
に
は
、
注
射
通
知

書
が
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
ご
持
参
く

だ
さ
い
。

４
月
以
降
、
既
に
狂
犬
病
予
防
注

射
が
済
ん
で
い
る
人
へ
は
、
通
知
が

届
き
ま
せ
ん
。

注
意
事
項

①
注
射
会
場
で
は
、
常
に
飼
い
主
が

犬
を
お
さ
え
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
く

だ
さ
い
。

②
登
録
さ
れ
た
愛
犬
に
変
更
事
項

（
死
亡
・
住
所
異
動
）
が
あ
っ
た
場

合
に
は
届
出
が
必
要
で
す
。
必
ず
役

場
町
民
生
活
課
生
活
環
境
室
へ
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

▼
連
絡
・
問
合
せ
先

町
民
生
活
課
生
活
環
境
室

牲
26
・
２
２
４
３
（
直
通
）

犬
の
登
録
と
狂
犬
病
予
防
注
射

10
月
19
日
○

巡
回
し
ま
す

土

会 場

小倉集会所 9：00～ 9：20

役場北駐車場 9：30～10：00

木戸集落センター 10：10～10：25

大久保集落センター 10：45～11：00

駒寄住民センター

漆原文化センター

11：15～11：30

新 規

注射のみ

6,300円
注射料2,750円
注射済票手数料550円
登録手数料3,000円

料 金
※おつりのないようご用意ください。

11：40～12：00

時 間

3,300円
注射料2,750円
注射済票手数料550円

10000001000000

50000 10000
10000

100010000

500 100
100

�工事等
番号 工事・委託名 工事・委託場所 参加

業者数 落札率 落札業者 主管課等予定価格
（税抜き）

落札金額
（税抜き）

平成25年度
町道溝祭・植野線道路維持補修工事

大久保地内 ５社 1,460,000円 1,420,000円40 97.3％ 坂東建設
有限会社

産業建設課

�平成25年度 吉岡町都市計画
マスタープラン改訂業務委託

吉岡町全域 10社 3,300,000円 2,770,000円 83.9％ 昭和株式会社
太田営業所

産業建設課41

平成25年度 吉岡町立駒寄小学校
駐車場敷き砂利整備工事

漆原地内 ５社 1,260,000円 1,230,000円 97.6％ 坂東建設
有限会社

教育委員会
事務局

42

平成25年度
上水道量水器交換業務委託

吉岡町全域 ７社 3,120,000円 3,030,000円 97.1％ 栄和設備
株式会社

上下水道課43

平成25年度 配水管布設替等
（上野田地区その１－１）工事

上野田地内 ７社 9,790,000円 9,640,000円 98.5％ 中澤商事
株式会社

上下水道課44

平成25年度 配水管布設替等
（上野田地区その１－２）工事

上野田地内 ６社 6,290,000円 6,200,000円 98.6％ 高橋設備工業
有限会社

株式会社
木之内設備
吉岡支店

上下水道課45

平成25年度 配水管布設替等
（上野田地区その１－３）工事

上野田地内 ５社 7,580,000円 7,500,000円 98.9％ 上下水道課46

平成25年度 配水管布設替等
（大久保地区その１－１）工事

大久保地内 ７社 6,670,000円 6,550,000円 98.2％ 有限会社
吉岡水道

上下水道課47

平成25年度 配水管布設替等
（大久保地区その１－２）工事

大久保地内 ６社 8,380,000円 8,100,000円 96.7％ 株式会社
カナザワ

上下水道課48

平成25年度 配水管布設替等
（大久保地区その２－１）工事

大久保地内 ７社 6,370,000円 6,300,000円 98.9％ 有限会社
吉岡水道

上下水道課49


